
金山町産業振興条例 

平成１３年７月１６日 

条 例 第 １ ８ 号 

金山町工場設置奨励条例（昭和４４年金山町条例第６号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、金山町内における産業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もつて町

民の雇用機会の拡大と産業の振興に寄与することを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この条例の適用範囲は、産業の用に供するもののうち、町長が町の産業振興に有益と認めた

ものとする。 

（奨励措置） 

第３条 町長は、第５条の規定により指定するもの（以下「指定事業者」という。）に対し、奨励金を

交付する。 

（指定の基準） 

第４条 町長が指定する基準は、次のとおりとする。 

(1) 工場等を新設する場合は、常用労働者５人以上で、投下固定資産の総額が５００万円以上のと

き。 

(2) 既設の工場等を拡充する場合は、常用労働者５人以上で、投下固定資産の総額が３００万円以

上のとき。 

(3) 常用労働者を５人以上雇用している企業等が、増員のために新たに町民の常用労働者を一年以

上雇用するとき（新たに雇用することで５人以上となる場合を含む。）。 

(4) 第１号及び第２号に該当する場合にあつては、工場等の設置等に着手し又は着手する予定の日

から１年以内に設置等が完了し、かつ、操業を開始する計画のものであるとき。ただし、町長が

特別の事情があると認めたときはこの限りでない。 

（申請及び指定） 

第５条 工場等の新設、拡充及び増員のための町民の常用労働者の雇用について指定を受けようとす

るものは、町長に申請書を提出しなければならない。 

２ 町長は、前項による指定の申請があつたときは、これを審査し、この条例の目的に適合すると認

めるものにつき指定するものとする。 

（奨励金の交付） 



第６条 第４条第１号又は第２号の基準による指定事業者に対して、当該工場等に賦課されるべき当

該年度に係る町税（町民税及び固定資産税）の額に相当する額（拡充の場合については、拡充に相

当する額）を限度とし、予算の範囲内で奨励金を交付する。 

２ 第４条第３号の基準による指定事業者に対して、町民の常用労働者一人当たり１０万円を交付す

る。 

３ 第１項の奨励金の交付期間は、町税を課する年度から５年以内で町長が定める期間とする。 

（奨励措置の承継） 

第７条 町長は、事業の合併、譲渡、その他の事由により指定事業者に変更を生じた場合においては、

その事業の承継人に対して引き続き指定及び奨励措置を行う。 

２ 前項の場合において、事業の承継の事実を町長に届け出なければならない。 

（指定の取消及び奨励金の返還） 

第８条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定を取消し、奨励措置の

停止又は既に交付した奨励金の一部又は全部を返還させることができる。 

(1) 指定の日から１年以内に工場等の設置に着手しないとき。 

(2) 指定に係る事業を休止し、若しくは廃止したとき。 

(3) 指定に係る事業の変更により、この条例の目的に適合しなくなつたとき。 

(4) 第４条の指定基準を欠くに至つたとき。 

(5) 不正な行為により奨励金の交付又は便宜の供与を受けようとしたとき。 

（規則への委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 施行日現在において、この条例による改正前の金山町工場設置奨励条例（昭和４４年金山町条例

第６号）の適用を受けているものについては、なお従前の例による。 

 （特例措置） 

３ 経済情勢の長引く低迷を考慮し、平成２２年２月１日から平成２５年３月３１日までの期間、第

４条第３号及び第５条第１項の規定による町民の常用労働者の雇用に係る事業者の指定については、

増員のためによらずできるものとする。 



   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


